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議 長 副議長 局 長 次 長 主 査 主 査 主 査 主 査 係

薩 ЭЭ公
め ①C C ④

第 7条関係 )

富士見市議会議長 津波 信子様

平成 27年  4月  24日

会  派  名

経理責任者名

平成 26年度政務活動費収支報告について

富士見市議会政務活動費の交付に関する条例第 7条第 1項又は第 3項の規定に基づ

き、別紙のとお り平成 26年度政務活動費収支報告書を提出します。

t



別 紙

平成 26年度政務活動費収支報告書

会派名  市民の絆

1収 入

政務活動費  240.000円

2 支 出

(備考)1 備考欄には、主たる支出の内訳を記載すること。

2 図書を購入 した場合は、領収書等に図書名を記入すること。

3 添付書類

政務活動費支出に係る領収書等の原本

4 残 額     160153円

単位 (円 )

項  目 金 額 備 考

研 究 研 修 費

調 査 旅 費

資 料 作 成 費
12.051円 事務用品代・コピー代

タブレットリース代

資 料 購 入 費 35.796円 埼玉新聞購読代

広  報  費 32.000円 会報印刷代 (市民の絆 28号 )

広  聴  費

人  件  費

△
口 計 79.847円



5 収支内訳

単位 (円 )

月  日

収 入 支 出

項  目 金 額 項  目 金 額 内 訳

H26.4.22

H26.4.30

H26.5.31

H26.6.30

H26.7.31

H26.8.31

H26.9.30

H26.10.17

H261031
H26.11.30

H26.12.31

H27.1.24

H27.1.31

H27.2.28

H27.3.9

H27.3.17

H27.3.25

H27.3.30

H27.4.7

H26年度

政務活動費 240、 000円

資料購入費

資料購入費

資料購入費

資料購入費

資料購入費

資料購入費

資料作成費

資料購入費

資料購入費

資料購入費

広報費

資料購入費

資料購入費

資料作成費

資料作成費

資料作成費

資料購入費

資料作成費

2.983円

2.983円

2.983円

2.983円

2.983円

2.983円

240円

2983円

2.983円

2.983円

32.000円

2.983円

2.983円

3.283円

5.090円

155円

2.983円

3.283円

埼玉新聞4月 分

埼玉新聞5月 分

埼玉新聞6月 分

埼玉新聞7月 分

埼玉新聞8月 分

埼玉新聞9月 分

コピー代

埼玉新聞10月 分

埼玉新聞11月 分

埼玉新聞 12月 分

会報 (市民の絆28号 )

埼玉新聞 1月 分

埼玉新聞 2月 分

タブレットリース2月 分

事務用品代

コピー代

埼玉新聞 3月 分

タブレットリース3月 分

計
240.000円 79.847円



様式第 4号 (第 3条関係 )

政務活動費収入支出整理簿

平成 26年度

会派名   市民の絆

単位 :円

躍辞
月  日 項 目 収  入 支  出 残  金 備 考

H26  4.22 H26年 度政務活動費 240.000 240.000

1

2

3

H26  4.30 資料購入費 2.983 237.017

H26

H26

１

　

一
〇

３

　

一
３

５

　

一
６

資料購入費 2.983 234.034

資料購入費 2.983 231.051

4 H26  7.31 資料購入費 2.983 228.068

5 H26  8.31 資料購入費 2.983 225.085
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資料購入費 2.983 222.102

221.862

218.879

資料作成費 240
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H26 10.31 資料購入費 2.983
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資料購入費 2.983 215.896

資料購入費 2.983 212.913

１
■

■
■ 広報費 32.000 180,913

12

13

H27 1.31 資料購入費 2.983 177.930

H27 2.28 資料購入費 2.983 174.947

14 H27  3. 9 資料作成費 3.283 171.664

15

16

H27 3.17 資料作成費 5.090 166.574

IH27  3.25 資料作成費
仄
Ｕ

仄
υ 166.419

ワ
イ

ー
■ H27  3.30 資料購入費 2.983 163.436



様式第 4号 (第 3条関係)

政務活動費収入支出整理簿

平成 26年度

会派名   市民の絆

単位 :円

躍辞
月  日 項 目 収  入 支  出 残  金 備  考

18 H27 4. 7 資料作成費 3.28[ 160 15[



様式第 3号 (第 3条関係 )

′んll
政務活動費領収書等綴

Asl朝
日新聞サービスアンカー

3区  17番

市民の絆 根岸 操 様 14年   4月 分

毎度ご購曇籟 ざiヽ[¥F
上記金額正に領収致 しま した。

ASA鶴 瀬北部
所 長  川 亦 裕 司

富士 見市鶴 馬 2-16-20
TEL｀049-253-2288

埒曜
日新聞

frア
ンカー

市民の絆 根岸 操 様 14年   5月 分

本僣響親 2,z3:日
毎度 ご購読有難 うございます。

上記金額正に領収致 しま した。

ASA鶴 瀬 北部
所 長  川 亦 裕 司

富士 見市 鶴 馬 2-16-20
TEL0 4 9-253-2288



様式第 3号 (第 3条関係 ) る _2

政務活動費領収書等綴

■SA朝 日新,1サ ーヒスァンカー
3区  9略 ホ話銅〔領  収  証 〕

市民の絆 根岸 操 様

毎度ご購曇鮨 ざi、 lΥ「

ら
せ 尋皇:伊」員][鱚∫●

14年  6月 分

合  計  金 =頌

__  市民の絆 根岸 操 様 14年   7月 分

杏
僣響 親  2,63【 目

毎度ご購読有難 うございます。
上記金額正に領収致 しました。

ASA鶴 瀬 Jヒ部
所 長  川 亦 裕 司

富士 見市 t島 馬 2-16-20
TEL0 4 9-253-2288



様式第 3号 (第 3条関係 )

〃
/ο ′3

政務活動費領収書等綴

AS19曰 新川リービスァンカー
3区 _ 9番

市民の絆 根岸 操 様 14年   8月 分

本
籍 響 続  2,z,:日

毎度 ご購読有難 うございます。
上記金額正に領収致 しま した。

ASA鶴 瀬 北部
所 長  川 亦 裕 司

富 士見市鶴 馬 2-16-20
TEL 0 4 9-253-2288

彎曜
日新
υご

アンカ
陽 嗣
市民の絆 根岸 操 様 14年   9月 分

0

一一
一・一一一」
・̈
一

銘 柄 部 数 金    額 △ 計 金 額
埼玉新聞 1 2,983

2_9R3円

■|,「 |.|:

:藍曇値引き      円

ASA鶴 瀬 北部
所 長  川 亦 裕 司

富士 見市鶴 馬 2-16-20
TEL0 4 9-253-2288 ●ら



様式第 3号 (第 3条関係 )

平成 26年 度

議員政務活動コピー代 48枚×5円 =240円  (4月

分～ 9月 分)

600500議会事務局

納付予定   平成 26年 10月 15日
納入場所   右を参照 してください。

上記の金額を納付します。

領収 日付印

″θ(メ
~′ ~´ .費

領収書等綴

_    市民の絆 根岸 操 様 14年  lo月 分

暮甚ご購奮』響宦亀ざi、lΥF
上記金額正に領収致 しました。

ASA鶴 瀬北部
所 長  川 亦 裕 司

富
=昇

市鶴馬 2-16-20
TEL0 4 9-253-2288

富士見市

納付書兼領収書
〒3548511富 士見市大字鶴馬 1800-1

民の絆 根岸 操

01 -般会計

上記のとおり領収しました。

合  計  金  額



様式第 3号 (第 3条関係 )

/′ ′よ

政務活動費領収書等綴

市民の絆 根岸 操 様 14年  11月 分

ら 島∫:阜ξピlli3『ξ∫●

収 証

銘 柄 部 数 金 額

本 体価 格  2,762円
消 費 税   221円

毎度ご購読有難 うございます。

上記金額正に領収致しました。

埼玉新聞 1 2,983

値引き       円

_  桑s島 朝日新11サ ービスアンカー
3区  93番

市民の絆 根 岸 操 様 14年  12月 分

ASA鶴 瀬 Jヒ部
所 長  川 亦 裕 司

富士 見市鶴馬 2-16-20
TEL0 4 9-253-2288

TH1 6-30
銘 柄 音5 数 金 額

本 体 価 格  2,762円
消 費 税   221円

毎度ご購読有難 うございます。
上記金額正に領収致しました。

埼玉新聞 1 2,983

値引き      円



様式第 3号 (第 3条関係 )

お

政務活動費領収書等綴

領 珂又 証

″う:ι

No.

7撃X/7年 /月 ⊇́≠日

∂」、θ′′一

但 T帝風ハ鮮励ゴ号」チτ昴Jイヤ (新¬;)J)"外たレ

■収 ||二 証‐

市民の絆 根岸 操 様   15年   1月 分

“）ノ一７′―

☆

ASA鶴 瀬北部
所 長  川 亦 裕 司

富士 見市鶴馬 2-16-20
TEL0 4 9-253-2288

● ′―
ｌ
ｔ

　

山
序 _■5年   2月 分

ら

本
僣 響 続  2,z,【 日

毎度 ご購読有難 うございます。
上記金額正に領収致 しました。

ASA鶴 瀬北部
所 長  川 亦 裕 司

富士 見 市鶴馬 2-16-20
TEL0 4 9-253-2288

-30
部 数 金    額 額

一
計 金ンヘ

埼玉新聞 1 2,983 2_983甲
円

円
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掃イ直弓 円
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TH1 6-



様式第 3号 (第 3条関係 )

市民の絆  御中
ご契約番号 : lo324740240000

ご契約者名 :根岸 操

政務活動費領収書等綴

¥3,283-

(税抜き ¥3,040-)

〆θ,7

NO.9o32  1

発行 日 2015年 03月 30日  |

但  リース料として

2015年 03月 09日 上記金額正に領収いたしました



掲
謁
甥
謁
蟷
場
謁
銅

黎 品 高 品 ああ 出 品 品 出 品 出 高 品 品 出 高 品品 出丸品出占めあ 出 品出 品 品 高 品 出出 品品出 品品

“

高 品

:            
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埼玉大井店
株式会社 L
本社住所 :

TEL : 049-278-7911
1XILビ バ

埼玉県さいたま市

浦和 区上木崎 1「 13-1

様

2015年 03月 17日 (火 )

No04013966鈴木 (文 )

4977564432140 」AN

000007 Fフ ァイル A4S

4977564432133 」AN

000007 Fフ ァイル A4S

4977564432126 」AN

000007 Fフ ァイル A4S

No.0008

1

¥278

¥246

１

２７￥

１

２７￥

2976112096003 」AN

3コ    11315
000007 カラーク リアー ファイル

¥945
2976112100007 」AN

3コ    上自315

000007 カラーク リアーファイル

¥945
2976112083008 」AN

3」    ヨ自315

000007 カラーク リアーファイル

¥945
4901470151390 」AN

000007 コピー用紙  A4

2976147361008 」AN _

000007 ク リアーホルダー  10
¥798

ノ
Jヽ 言十                   ¥41713
('肖費税対象 ¥41713)

¥377
¥5,090

¥10,100
¥5,0■ 0

・ (消費税等    ¥377)
当店においては価格表示が税別と
なりました。 レジにてお会計の際
は商品代金に別途消費税を頂戴い
十 1′ ます ^

外税
合計
お預り
お釣り

“
會クター` ■いどノ〔広咄



様 式 第 3号 (第 3条関係 )彎
曜

日所

υ:ξ

アンカ

rf蒲 琲詞

平成 26年 度

市民の絆 根岸 操 様   15年   3月 分

ASA鶴 瀬 北部
所 長  川 亦 裕 司

富士 見市 鶴馬 2-16-20
TEL0 4 9-253-2288 ●

O
銘 柄 部 数 金 額 r合 計 今 額

埼玉新聞 1 2,983
2_983円

値引き       円

富士見市

納付書兼領収書

納
　
付
　
者

〒3548511富 士見市大字鶴馬 1800-1

市民の絆 根岸 操

様

会計 01 -般会計

款 20 項 051目 021 事業 節 01 細節 021細々節 06

金
額 155 円
内容  議員政務活動コピー代 31枚 ×5円 =155円  (10月

分～3月 分)

担当課  1  600500議 会事務局

納付予定   平成 27年  3月 27日
納入場所   右を参照してください。

上記の金額を納付します。

平成 7年 3月

上記のとおり領収 しました。

FI早

'甲27.-325.｀

1=二i′ tiザ
/

、ヽ.■ ・́
´

(納付者保管)



No     9694

発行 日 2015年 4月 21日

市民の絆 御中
ご契約番号 :lo32474024000o

ご契約者名 :根岸 操

¥3,283-

(税抜き ¥3,040-)

但  リース料として

2015年 4月 7日

日立キャピタル

東京都港区西新 1号 西新橋スクェァ



2015. 連絡先 根岸みさお
(きずな)

鶴瀬東1-6-30
丁EL  049-254-1197

090-1619-4895

「平和で■人にやさしい富士見」を目指します!

会報、「市民の絆」(28号 )新年号。を発行させていただきます。
昨年は、残念ながら、富士見市にとってイメージダウンの事件事故が発生してしまいました。
自然災害ではありますが、降雪による市民総合体育館メインアリーナ屋根の崩落、またずさん

な体制でのベビーシッターによる幼児死亡等がありました。しかし、本年は、市役所脇に「ららぱ
―と富士見」が開業いたします。これにより、商業や雇用更には観光を含め、富士見市の活性化
:期待されます。 また、タブレット端末が2月 から各議員に配置されます。更なる情報の発信
化や、ペーパーレス化で紙の経費の節減にも期待がされます。
「市民の絆」として、これまで以上に「平和で口人にやさしい富士見」を目指し頑張ります。

NOヮ28

鶴瀬駅東口土地区画整理事業の推進 昨年の取り組み報告多
なによりも鶴瀬駅東口を利用されている方を含め市民

の皆さんの期待は日増しに高まつています。さらに、らら
ぱ一と開業に併せ、地元商店街の活性化をめざしての懇
談会も開催されたり、まちづくり協議会でも、区画整理地
区の進捗にあわせて、A・ B地区の地区計画に対する動
きのなかで、ワークショップも開催されております。また、
地権者の方移転の関係でのご協力や、他の地域に仮住
居しておられる方に早く戻つて頂くためにも、一刻も早く
デ式と、東西回の交通一体化の実現を求め地権者の皆
さ～と話し合いました。 (写真は東武バスの皆さんや担
当課とロータリーでの道路位置設定に立ち会う)。

劉卜不口宅≡珂に 夕らえ3・  と

① 集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行なわないことを求める
歴代政権が、憲法第9条下において、容認されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最

小限度範囲にとどめるべきであり、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであり、憲法上
許されないとの見解を踏襲してきました。しかし、その容認の政府方針を一内閣の考えだけで閣議決定で
行ない、憲法解釈を変更することは許せません。(9月 定例会で議員提出議案に対し賛成討論をしました)

② 秘密保護法の廃止を求める
特定秘密の定義が曖味で秘密の範囲が際限なく拡大する危険性が極めて高いし、情報公開原則に

反します。特に厳格な管理が必要な情報があることは否定しませんが、その場合も後世に検証可能な制
度とすべきと思います。(9月 定例会で議員提出議案に対し賛成討論しました)

③8月 9日 第15期原爆絵画展を鶴瀬駅西ロサンライトホールで開催しました。戦争を三度と繰り返さ
ない。戦争・空襲・疎開などの体験談を書いて頂きました。また、原発・放射能問題等も出されました。



牛
活 弁

す る
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労働法制の敗正」をやめるよう求める議員提出議案 6月議会で採択されました
成長戦略の名のもとで企業の都合を優先し、労働者保護ルールの改悪を打ち出しております。

派遣労働の拡大、 働く者の生活を脅かしかねない内容です。残業代
をゼロにする議論 | 化、本来の労働環境整備に向け、生活と健康の維
持に逆行するものです。現行のルールを堅持する慎重な論議が求められています。

公 契 約 rニ ーン ぃ て
建設ユニオンのみなさん

労働条件審査導入について
社会保険労務士の皆さん方と、副市長へ、労働条件審査導入

幽    藝
が生じる問題が懸念されています。そうならなよう社会労務士さん
が審査し監視していく内容です。
予算審議のなかでは、新年庸から適正な労働環境のもとに行  、イ  タ ′>

るT百ざ:「嘉7爵i頂砧I爵薩 嘲なわれているのかの
を導入するとの答弁を

平成25年度一般会計決算を不認定としました
9月 議会では、「市民の絆」として
厳しい財政事情のなかで、継続して市民生活向上にかかわる多くの施策を含め取り組まれた。そのな

かでは公民館の耐震化、子育て支援対策、教育関係、また、建築関係者に対する労務単価の引上げか
どを評価する。

しかし、老人クラブ連合会の補助金について、不適切な使い方や不明朗な領収書も見られた。当初21
万3799円 の返還請求を進めるという考え方が示された。さらに平成21年度までさかのばって、約400
万円の請求額となつた。これは,交付を受ける側、の説明責任は大であるが、交付する側の点検を含め
た監督指導の責任があるとして、不認定としました。
その後、文教・福祉常任委員会で老人クラブ連合会、平成25年度補助金の精査を行ないました。
①審査体制の充実。②私的利用は返還。③二重二重の審査体制。④精査は必要、しかし事業活動の

妨げにならないようにする。⑤市民への説明責任を果たす。以上を5項 目を提言いたしました。

総合運動公園の新設を !

総合運動公園の新設については、スポーッにかか
わる多くの皆さん方の要望を受けております。 特に
少年野球のみなさんや野球連盟のみなさんからは、
野球場のある総合運動公園の建設を要望されており
ます。また現在の施設の改善についても、多くの要望
も受けております。
これからも、スポーッ振興のためにも、実現に向けて

粘り強く要請いたします。
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